
税
源
を
地
域
偏
在
度
の
少
な
い�

個
人
所
得
課
税
、
消
費
課
税
中
心
に�

国
の
言
い
な
り
で
は�

　
地
方
財
政
の
再
建
は
で
き
な
い�

三
位
一
体
改
革
は
地
方
財
政
危
機
を
救
う
か
�

【特集】�

戦
後
長
く
続
い
て
き
た
地
方
財
政
制
度
が
転
換
期
に
あ
る
。
〇
〇
年
以

降
、
国
家
財
政
の
改
革
に
伴
っ
て
地
方
交
付
税
と
補
助
金
の
大
幅
な
縮

小
が
実
行
さ
れ
、
さ
ら
に
小
泉
内
閣
の
三
位
一
体
改
革
に
よ
る
地
方
へ

の
税
源
移
譲
と
自
治
体
の
歳
出
見
直
し
に
よ
る
地
方
交
付
税
の
削
減
が

重
な
っ
て
い
る
。
地
方
へ
の
所
得
再
分
配
機
能
と
い
う
旧
来
の
地
方
財

政
シ
ス
テ
ム
が
「
分
権
型
」
へ
大
き
く
変
更
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
イ

ン
パ
ク
ト
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
地
方
圏
の
自
治
体
の
首
長
と
し
て

改
革
の
旗
を
振
る
片
山
善
博
鳥
取
県
知
事
に
聞
い
た
。�

プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス

の
回
復
へ

鳥
取
県
財
政
の
現
状
は

知
事
に
就
任
し
た
六
年
前
、
こ
の

ま
ま
で
は
破
綻
す
る
こ
と
は
目
に
み

え
て
い
た
。
歳
入
に
は
限
界
が
あ
る

の
で
歳
出
削
減
に
力
を
入
れ
た
。
ま

ず
、
財
政
悪
化
の
最
大
要
因
で
あ
る

公
共
事
業
に
メ
ス
を
入
れ
、
当
時
の

半
分
以
下
の
規
模
に
し
た
。
お
役
所

の
意
識
改
革
に
も
取
り
組
ん
だ
。

「
税
金
を
ム
ダ
遣
い
し
て
は
い
け
な

い
」
と
職
員
に
訴
え
て
き
た
結
果
、

三
年
ぐ
ら
い
で
年
度
末
の
予
算
使
い

切
り
が
い
っ
さ
い
な
く
な
り
、
い
ま

で
は
余
剰
金
が
翌
年
度
予
算
の
原
資

に
な
る
ほ
ど
だ
。
職
員
給
与
で
は
、

ま
ず
仕
組
み
の
実
態
を
公
表
し
、
納

税
者
、
県
民
か
ら
理
解
の
得
ら
れ
な

い
要
素
を
一
つ
一
つ
削
っ
て
い
る
と

こ
ろ
だ
。
歳
出
削
減
に
つ
い
て
は
か

な
り
順
調
と
い
え
る
の
で
は
な
い

か
。

歳
入
面
で
み
る
と
、
財
政
破
綻
の

大
き
な
原
因
は
借
金
の
し
す
ぎ
だ
。

こ
れ
は
県
自
身
で
は
な
く
、
政
府
の

借
金
奨
励
政
策
に
乗
っ
て
き
た
も
の

だ
。
鳥
取
県
は
私
が
知
事
に
就
任
し

て
か
ら
は
借
金
を
な
る
べ
く
減
ら
そ

う
と
努
力
し
て
お
り
、
実
質
的
に
は

プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
（
基
礎
的

地
方
財
政
を
破
綻
寸
前
に
追
い
込
ん
だ
の
は
、「
交
付
税
で
面
倒
を
み
る
」
と
い
う
前
提

で
地
方
を
借
金
づ
け
に
し
た
政
府
の
責
任
が
大
き
い
。
三
位
一
体
改
革
で
自
主
的
な
ス
リ

ム
化
の
余
地
の
あ
る
財
源
の
移
譲
を
進
め
る
と
と
も
に
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
の
起
こ
り
に

く
い
制
度
改
革
が
必
要
だ
。
地
方
自
治
体
も
国
の
言
い
な
り
に
な
ら
ず
、
財
政
の
透
明
性

を
高
め
て
歳
出
の
見
直
し
を
行
う
な
ど
、
独
自
の
改
革
に
取
り
組
む
べ
き
だ
。
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地
方
交
付
税
削
減
で
地
方
圏
へ
の
所
得
再
分
配
は
縮
小
す
る�

地
方
財
政
シ
ス
テ
ム
の
転
換
と
今
後
の
展
望�

�

【
特
集
】

三
位
一
体
改
革
は
地
方
財
政
危
機
を
救
う
か
�

日
本
銀
行
　
調
査
統
計
局�

経
済
分
析
担
当
総
括�

企
画
役
　

肥
後
　
雅
博�

財
源
移
転
削
減
と

三
位
一
体
改
革

日
本
の
財
政
活
動
に
お
い
て
地
方

自
治
体
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。
小
中
学
校
・
高
校
な
ど
の
教

育
、
介
護
保
険
や
保
育
所
等
の
社
会

保
障
、
さ
ら
に
は
警
察
や
消
防
な

ど
、
住
民
に
密
着
し
た
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
ほ
と
ん
ど
は
地
方
自
治
体
が
供

給
し
て
い
る
。

実
際
、
わ
が
国
の
政
府
支
出
に
占

め
る
地
方
自
治
体
の
シ
ェ
ア
は
六
割

を
超
え
、
地
方
分
権
が
進
ん
で
い
る

と
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
高
い
水

準
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
地
方
財
政
に
お
い
て
、
近

年
二
つ
の
大
き
な
動
き
が
み
ら
れ
て

い
る
。

そ
の
一
つ
は
、
〇
〇
年
以
降
、
国

が
進
め
る
歳
出
削
減
に
伴
っ
て
国
か

ら
地
方
自
治
体
へ
の
財
源
移
転
が
削

減
さ
れ
、
所
得
水
準
の
低
い
地
方
圏

へ
の
所
得
再
分
配
が
縮
小
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
最
近
で

は
、
相
対
的
に
所
得
水
準
の
低
い
地

方
圏
に
お
い
て
財
政
状
況
の
悪
化
が

顕
著
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
九

〇
年
代
後
半
、
東
京
都
、
大
阪
府
な

ど
大
都
市
圏
の
地
方
自
治
体
が
財
政

危
機
に
陥
っ
た
の
と
は
様
変
り
し
て

い
る
。

第
二
に
は
、
地
方
自
治
体
の
税
財

政
制
度
を
包
括
的
に
見
直
す
「
三
位

一
体
改
革
」
が
具
体
化
し
て
い
る
。

三
位
一
体
改
革
に
お
い
て
は
、
地
方

分
権
を
進
め
て
地
方
に
対
す
る
国
の

関
与
を
縮
小
し
、
地
方
自
治
体
に
財

源
と
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
ほ
か
、
地
方
の
財
政
支

出
の
効
率
性
を
高
め
、
支
出
規
模
を

縮
小
す
る
こ
と
で
財
政
赤
字
を
縮
小

す
る
と
の
考
え
方
に
も
か
な
り
の
重

点
が
お
か
れ
て
い
る
。
三
位
一
体
改

革
に
よ
っ
て
、
今
後
、
国
か
ら
地
方

圏
へ
の
所
得
再
分
配
に
ど
の
よ
う
な

変
化
が
生
じ
る
の
か
、
そ
の
影
響
に

高
い
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る
。

以
下
で
は
、
地
方
財
政
に
お
け
る

二
つ
の
大
き
な
変
化
を
詳
し
く
み
て

い
こ
う
。

地
方
圏
に
対
し
て
大
き
な
財
源
移
転
を
行
い
、
地
域
間
の
所
得
再
分
配
機
能
を
担
っ
て
き
た
地
方
財
政
シ
ス
テ
ム
に
〇
〇
年
以

降
、
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
財
政
事
情
の
悪
化
を
受
け
て
、
国
に
よ
る
地
方
へ
の
財
源
移
転
、
と
く
に
地
方
交
付
税
が

大
幅
に
削
減
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
地
方
圏
の
自
治
体
の
財
政
状
況
が
逼
迫
し
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
な
か
、
実
行
段
階
に
入

り
つ
つ
あ
る
三
位
一
体
改
革
が
地
方
財
政
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
か
、
高
い
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る
。
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